
 
 

 

 

 

 

 
 

            広報かさま 点訳のご案内             
 
 『 広 報 か さ ま 』 な ど の 広 報 紙 の 点 訳 （ 点 字 へ の 翻 訳 ） を 、 ボ ラ ン テ ィ ア

が 行 っ て い ま す 。 ご 希 望 の 方 は 、 次 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  
問 合 せ 先 ／ 笠 間 市 社 会 福 祉 協 議 会  ℡ ０ ２ ９ ６ － ７ ３ － ０ ０ ８ ４  

     友 部 町 社 会 福 祉 協 議 会  ℡ ０ ２ ９ ６ － ７ ７ － ０ ７ ３ ０  

     岩 間 町 社 会 福 祉 協 議 会  ℡ ０ ２ ９ ９ － ４ ５ － ６ ５ ２ ０  
 

            児童手当の支払日について            
 
 新 笠 間 市 の 支 払 日 は 、 支 払 月 の １ ０ 日 で す （ １ ０ 日 が 金 融 機 関 休 業 日 の

場 合 は 、繰 り 上 げ て 直 前 の 金 融 機 関 営 業 日 ）。支 払 い は 、原 則 と し て 毎 年 ２

月・６月・１０月に 、 そ れ ぞ れ の 前 月 分 ま で を 支 給 し ま す 。  
問 合 せ 先 ／ 子 ど も 福 祉 課 ℡ 内 線 １ ６ ２ ・ １ ６ ３  

     笠 間 支 所 福 祉 課  ℡ 内 線 ７ ２ １ ６ １  

     岩 間 支 所 福 祉 課  ℡ 内 線 ７ ３ １ ７ １  
 

  第８回「茨城県ゆうあいスポーツ大会」の参加者募集   
 
日   程 ／ ５ 月 ２ ８ 日 （ 日 ）   ◇ 参 加 無 料  
会   場 ／ 笠 松 運 動 公 園 （ ひ た ち な か 市 ）  
参 加 資 格 ／ 市 内 在 住 の 心 身 障 害 児 (者 )  
参 加 種 目 ／ ☆ 「 ジ ャ ン ケ ン 勝 ち 残 り ゲ ー ム 」「 お 菓 子 と  

      り 徒 競 走 」「 み ん な で 歌 お う 」 は 全 員 参 加  

     ☆ 「すず割り」・「大玉おくり」の 中 からいずれか１ 種 目 を 選 ん で 参 加  

そ の 他／ ☆ 当 日 は 、 市 が 用 意 す る バ ス で 移 動 し ま す 。 乗 車 場 所 に つ い て  
      は 、 参 加 者 に 後 日 連 絡 し ま す 。  
     ☆ 職 員 が 同 行 し ま す の で 、障 害 児 (者 )の み の 参 加 も 歓 迎 し ま す 。 
申 込 方 法 ／ ５ 月 １ ８ 日 （ 木 ） ま で に 、 電 話 で 次 へ 。  
申 込 み ・ 問 合 せ 先 ／ 社 会 福 祉 課  ℡ 内 線 １ ５ ６  

 

 平成１８年４月１日から児童手当制度が拡充されました  
 
☆ 支 給 対 象 年 齢 が 、 小 学 ６ 年 生 ま で に 引 き 上 げ ら れ ま し た 。  

☆ 所 得 制 限 限 度 額 が 引 き 上 げ ら れ ま し た 。  

 新 た に 児 童 手 当 を 受 け る 保 護 者 は 、 子 ど も 福 祉 課 及 び 各 支 所 福 祉 課 の 窓

口 （ 公 務 員 は 勤 務 先 ） で 認 定 請 求 の 手 続 が 必 要 で す 。  

 な お 、 改 正 に 伴 う 新 規 請 求 は 、 平 成 １ ８ 年 ９ 月 ３ ０ 日 ま で 受 け 付 け た も

の に 限 り 、 ４ 月 １ 日 （ 又 は 支 給 要 件 該 当 日 ） に さ か の ぼ っ て 支 給 し ま す 。  
 

平 成 １ ８ 年 度 に 、 小 学 ４ 年 生 の 児 童 が い る 保 護 者 の 皆 様 へ  

（ 平 成 ８ 年 ４ 月 ２ 日 生 ま れ ～ 平 成 ９ 年 ４ 月 １ 日 生 ま れ ）  
 例 年 ど お り 、 ６ 月 に 現 況 届 を 提 出 し て く だ さ い 。  

 
平 成 １ ８ 年 度 に 、小 学 ５・６ 年 生 の 児 童 が い る 保 護 者 の 皆 様 へ

（ 平 成 ６ 年 ４ 月 ２ 日 生 ま れ ～ 平 成 ８ 年 ４ 月 １ 日 生 ま れ ）  
 現 在 、児 童 手 当 を 受 給 し て い な い 保 護 者 は 、認 定 請 求 の 手 続

が 必 要 で す 。 該 当 者 に は ７ 月 中 に 通 知 し ま す 。  
 ま た 、受 給 中 の 弟 や 妹 が い る 児 童 の 保 護 者 は 、手 当 が 増 額 さ

れ ま す の で 、増 額 請 求 の 手 続 き が 必 要 で す 。該 当 者 に は 書 類 を

送 付 し ま す の で 、 現 況 届 と 一 緒 に 提 出 し て く だ さ い 。  
 

現 在 、 所 得 制 限 で 児 童 手 当 を 受 給 し て い な い  

小 学 ４ 年 生 ま で の 児 童 が い る 保 護 者 の 皆 様 へ  
 法 改 正 等 に よ り 、新 た に 児 童 手 当 を 受 給 で き る 場 合 が あ り ま

す の で 、次 の 所 得 制 限 限 度 額 表 を 参 照 の 上 、平 成 １ ８ 年 ５ 月 末

日 ま で に 申 請 し て く だ さ い 。  
 な お 、所 得 制 限 に よ る 未 請 求 者 に は 、市 役 所 及 び 各 支 所 か ら

個 別 に 通 知 は し ま せ ん の で ご 了 承 く だ さ い 。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※ 詳 し く は 、 次 へ お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  
問 合 せ 先 ／ 子 ど も 福 祉 課 ℡ 内 線 １ ６ ２ ・ １ ６ ３  

     笠 間 支 所 福 祉 課  ℡ 内 線 ７ ２ １ ６ １  

     岩 間 支 所 福 祉 課  ℡ 内 線 ７ ３ １ ７ １  
 

平 成 １ ８ 年 ４ 月 か ら の 所 得 制 限 限 度 額 表  

扶 養 親 族 の 数 自 営 業 者 

（ 国 民 年 金 加 入 者 ） 

サラリーマン 

（ 厚 生 年 金 等 加 入 者 ）  

０ 人  ４ ６ ０ 万 円  ５ ３ ２ 万 円  

１ 人  ４ ９ ８ 万 円  ５ ７ ０ 万 円  

２ 人  ５ ３ ６ 万 円  ６ ０ ８ 万 円  

３ 人  ５ ７ ４ 万 円  ６ ４ ６ 万 円  

４ 人  ６ １ ２ 万 円  ６ ８ ４ 万 円  

５ 人  ６ ５ ０ 万 円  ７ ２ ２ 万 円  
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